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１.目的

「仙台市地球温暖化対策推進計画（2021-2030）」に基づき、仙台市域における熱
エネルギーの有効活用により平常時の低炭素化を推進するとともに、停電時に備えた
分散型の電源の普及や、気候変動への適応力を高めるため、熱エネルギーの有効活用
に資する機器導入に要する経費の一部を補助するもの。

２.補助の内容

補助対象設備 補助要件 補助額

家庭用燃料電池
（エネファーム）

・都市ガス・LPGを燃料として
使用し、発電・排熱利用を行
うシステムであること

・停電時にも発電を継続できる
機能を有すること

定額10万円

太陽熱利用システム
（自然循環型）

・集熱器（集熱パネル）と蓄熱
槽（貯湯槽）の間を自然循環
作用によって熱輸送を行うも
の

・一般社団法人ベターリビング
が優良住宅部品（BL部品）と
して認定したもの

上限３万円

補助対象経費
の1/10

太陽熱利用システム
（強制循環型）

・集熱器（集熱パネル）と蓄熱
槽の間を強制循環によって熱
輸送を行うもの

・一般社団法人ベターリビング
が優良住宅部品（BL部品）と
して認定したもの

上限９万円

補助対象経費
の1/10

地中熱利用システム

・地中の熱（冷熱含む）を熱源
として、ヒートポンプにより
冷暖房又は給湯に利用するこ
と

上限50万円

補助対象経費
の1/5
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4.補助対象経費

申請期間（工事着手前）
令和６年４月15日から12月13日まで（必着。予算がなくなり次第終了）

※先着順での審査になりますが、補助金交付可能額（予算残額）が５０万円を下

回った場合、下回った日より７日間毎(土日祝日を除く)を抽選受付期間とし、その

期間に提出のあった交付申請により抽選を行います。

※申請を受理してから（書類不備等がなかった場合）14日以内（土日祝日を除く）

に審査を行い、交付決定・不交付決定を申請者あてに通知します。

実績報告期限：令和７年１月３１日（必着）

3.申請期間及び実績報告期限

一体不可分
工事費

＋

機器購入費

その他経費

一体不可分
工事費

＋

機器購入費

その他経費

他の補助金
交付額

この補助金で対象とする経費は、以下の経費（全て税抜金額）に限ります。
①補助対象機器等（付帯機器を含む）の購入費用
②補助対象機器等の設置と一体不可分である工事に係る費用
ただし、国又は宮城県その他の団体から補助金が交付される場合は、当該補助
金相当額を控除した額を補助対象経費とします。

※補助対象外経費の例
諸経費、調査費、既存機器処分費、廃材処分費、設計費、交通費、管理費、振
込手数料、清掃費など、一体不可分ではない工事費 等

-２-



交付決定通知書受理 → Ｐ11

申請書類一式 提出 → P５~

要件の確認 → P４

５.申請の流れ

その１

その２

その３

その４

工事着手前写真撮影 → Ｐ11・17

(様式第2号別紙1(4ｹﾀの番号が書かれた紙)を張り付ける）

その５

工事着手（建売住宅：引き渡し）

写真撮影 → P11・17

その６

実績報告書類一式 提出 → P12~

仙台市による審査

（休日含まない14日以内に決定通知書送付）

補助金額確定通知書受理

仙台市による審査

請求書提出→ P18・19 

補助金交付（口座振込）

Ｒ6.12.13まで
(ただし予算の限り)

Ｒ7.1.31.まで

（新築の場合：入居）

-３-
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６.補助対象となる要件（工事着手前であること）

区分 対象者となる要件

新築

以下のいずれかに該当する個人

・市内に住宅を新築し、実績報告までに居住する方

・市内に住宅供給者等から対象設備付きの新築建売住
宅を購入し、実績報告までに居住する方

既存
住宅

以下のすべてに該当する個人

市内に居住の用に供されている住宅を所有している方※1

（又は実績報告までに所有する予定※2）

市内に住所を有する方※3

（又は実績報告までに有する予定）

※1 他に所有者がいる場合、全ての所有者から同意が得られ
ている必要があります

※2 居住の用に供する予定の既存住宅を新たに所有する場合
※3 住宅の所有者が単身赴任等により市外に住所を有してい

る場合、当該住宅に配偶者又は一親等以内の親族が居住し
ていれば、申請が可能です（追加の必要書類についてはＰ６）

共通
(新築・
既存
住宅)

以下のすべてに該当する個人（新築・既存住宅どちらも）

仙台市の市税を滞納していない方

暴力団等と関係を有していない方

同一年度内に申請を行っていない方

補助対象設備について仙台市が実施する他の補助金の交

付決定を受けていない方（せんだい健幸省エネ住宅補助
金(新築向け)との併用は不可）

□

□

□

□

□

□

□

区分 対象住宅となる要件

新築
対象設備を導入する新築住宅
または対象設備付きの新築建売住宅

既存
住宅

対象設備を導入する既存住宅

-４-
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７.交付申請に必要な書類

書類名 備考 既存 新築

①
補助金交付申
請書

・様式第1号
・余白に捨印を押印していれば軽微な誤りは
訂正可能

〇 〇

② 工事計画書 ・様式第１号別紙１（１） 〇 〇

③ 住民票

・申請者本人の原本
・マイナンバーが記載されていないこと
・交付日が交付申請書提出前3か月以内のも
の

〇
※1 －

④
建物の登記事
項証明書（登
記簿謄本）

・建物の登記簿謄本の原本（登記情報提供
サービスなどネットでの出力は不可）

・交付日が交付申請書提出前3か月以内のも
の

〇
※2 －

⑤

工事請負契約
書（または工事

請書と注文書の

セット）の写し

・申請者の氏名、住所、工事場所、押印、契
約日等を確認できること

・申請者名義の契約であること
〇 〇

⑥ 見積書の写し

・補助対象機器等の本体・部材費用及び一体
不可分工事費用がわかるもの

・見積の合計金額が契約書と同じ金額である
こと

・申請者あての見積書であること

〇 〇

⑦
対象設備のカ
タログ等の写
し

・設置する補助対象機器等の仕様がわかるも
の 〇 〇

⑧
市税の滞納が
ないことの証
明書

・交付日が交付申請書の提出前30日以内のも
の

・区役所、総合支所で交付を受けてください
・市税納付状況確認に同意した場合は不要

〇
※3

〇
※3

⑨
建物の他の所
有者からの同
意書

・様式第１２号
・補助対象機器等を設置する建物に他の所有
者がいる場合のみ

※3 －

⑩
その他必要と
認める書類

※3 ※3

※1 申請時に市内に住所を有していない場合は不要(実績報告時に提出)
※2 既存住宅を新たに所有しようとする場合は不要(実績報告時に提出)
※3 該当する場合のみ
※4 申請書類はA4サイズまたはA3サイズ折り込み

-５-



書類名 備考

⑪
建物所有者の戸籍謄
本又は戸籍抄本

・所有者と居住者が配偶者又は一親等以内の
親族であると確認できるもの

・交付日が交付申請書提出前3か月以内の
もの

⑫
対象住宅に居住して
いる者の住民票

・対象住宅に所有者の配偶者又は一親等以内
の親族が居住していると分かるもの

・マイナンバーが記載されていないこと
・交付日が交付申請書提出前3か月以内の
もの

⑬
公共料金の領収等の
写し（直近のもの）

・対象住宅に居住していることが分かるもの

※申請者（所有者）の住民票（市外のもの）の提出も必要です。

※既存住宅の改修の場合のみ、建物所有者が市内に住所を有していない
場合、対象住宅に所有者の配偶者又は一親等以内の親族が居住していれ
ば、申請ができます。（申請者は所有者になります。）
その場合、以下の書類を追加でご提出ください。

-６-



申請書を提出する日付を記入

平日日中に連絡が取
れる電話番号を記入

申請に係る書類はすべ
て同じ印を使用

捨印を押印

新 築 の 場 合 は
チェックしない

共有者がいる場合は他の所有者から
の同意書が必要

様式第1号別紙1 事業費の内訳の
④と同じ金額を記入

該当する箇所に○をつけ
る※同意しない場合は証
明書の添付が必要

８.交付申請書類の記入例

様式第1号（表面）記入例

-７-



申請書類の提出前に添付書類の漏
れ等がないかチェック

申請書類について問い合わせをする場
合がありますので、平日日中に連絡が
取れる電話番号を記入
会社の定休日が平日の場合は、定休日
の曜日にチェック

様式第1号（裏面）記入例

-８-

代行申請を行った事業者について、
掲載に同意の有無をチェックをし
てください。



様式第1号別紙１記入例

補助対象機器の種類
を記入

機器の購入費、工事費の合計
金額（税抜）を記入
補助対象経費について⇒Ｐ２

他に補助金を受給す
る場合は金額を記入

①補助対象経費－②他補
助金合計額を記入

補助申請額を記入

補助対象機器の種類
を記入

補助対象機器が複数の機器で構成され
る場合は設置する機器を記入
例）エネファーム
燃料電池ユニット、貯湯ユニット
例）太陽熱(強制循環型）
集熱器、貯熱槽

-９-



様式第12号記入例

補助対象機器等を設置
する建物の所有者（同
意者）について記入

既存住宅において、建物所有者が複数人い
る場合は、全ての所有者について作成する
必要があります。

署名の場合、押印は不要

補助金申請者に
ついて記入

-10-



９.交付決定
審査の結果、交付申請内容が適正である時は申請者本人宛てに交付決定通知書を
送付します。

・交付決定は申請者本人のみへの送付となりますので、必要に応じて手続代行者へ交付

決定通知があったことを連絡してください。

・交付決定通知日より前に着工していないことを証明するため、同封している「様式第

２号別紙１」を設置場所に貼り付けて工事前写真を撮影してください。工事前の写真

で「様式第２号別紙１」を確認出来ない場合は補助金を交付できません。

・写真の撮影方法等は実績報告の記入例（17ページ）を確認してください。

【重要】
必ず、工事前・工事後の補
助対象機器等（工事前は設
置場所）に貼り付けて写真
を撮影してください

交付決定の通知を受けた後に、補助事業に着手してください。なお、「補助事業の

着手」とは、補助対象機器等の設置を行うことです。補助対象機器等付きの新築建売

住宅を購入する場合は、住宅の引き渡しを行うことです。

・交付決定前に事業に着手すると、補助を受けられなくなります。

11.変更の手続き

交付決定後に補助事業の内容の変更（交付決定を受けた補助金の額の変更（減額）、

補助対象機器等の変更）がある場合は、工事前に承認を得る必要があります。様式第４

号に必要書類を添えて仙台市環境局脱炭素政策課宛てに提出してください。

補助事業の変更内容で変更承認が必要かわからない場合は、仙台市環境局脱炭素政策

課までお問い合わせください。

【注意点】

・補助事業の内容変更により交付決定を受けた補助金の額が変わる場合は、変更承認が

必要です。

・交付決定を受けた補助金の額は増額できません。

補助事業を中止・廃止する場合は、様式第５号を仙台市環境脱炭素政策課宛てに

提出してください。

12.中止、廃止の手続き

▲様式第2号別紙１

10.事業着手

-11-



13.実績報告に必要な書類

書類名 備考 改修 新築

① 補助金実績報告書 ・様式第８号 〇 〇

② 工事報告書 ・様式第８号別紙１ 〇 〇

③ 領収書等の写し
・申請者の氏名(フルネーム)及び補助対
象機器等の設置費用負担をしたことが
わかるもの

〇 〇

④ 建物全景写真
・様式第８号別紙２（１）
・工事後の建物全景のカラー写真

〇 〇

⑤ 工事写真

・様式第８号別紙２（２）
・工事前、工事後の補助対象機器等全体
のカラー写真（工事前・工事後とも、
様式第２号別紙１を貼り付けて撮影す
ること。）

・工事後の補助対象機器等拡大のカラー
写真（機器銘板やラベルなどの文字が
読み取れるよう撮影すること）

〇 〇

⑥
補助対象機器等の
保証書等の写し

・申請者氏名、設置先住所、製品型番、
製造番号、設置日付、販売店印等が分
かるもの

・新品を設置したことが分かるもの

〇 〇

⑦
建物の登記事項証
明書（登記簿謄
本）

・建物の登記簿謄本の原本（登記情報提
供サービスなどネットでの出力は不可）

・交付日が交付申請書提出前3か月以内の
もの

〇
※1
※2

－

⑧ 住民票
・実績報告書提出前3か月以内のもの
・新築の場合、対象住宅に居住したことが
分かるもの

〇
※2

〇

⑨

建築場所と住民票

の住居表示が同一

場所と分かるもの

・申請時に提出した契約書の建築場所と住
民票の住居表示が異なる場合

・住居番号設定通知書など
－

〇
※3

⑩
他の補助金の額が

わかる書類の写し

・他の補助金を受給する場合のみ
・補助金交付申請書、交付決定通知書等の
写し（申請者氏名、金額の分かるもの）

〇
※3

〇
※3

⑪ 住宅の引渡証明書 ・建売住宅を購入する場合のみ － ※3

⑫
その他必要と認め
る書類

※3 ※3

※1 実績報告期日までに登記事項証明書を添付できない場合は、登記受領証の写しを添付
の上、後日当該証明書を提出すること

※2 申請時に提出していない場合必要
※3 該当する場合のみ
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14.実績報告書記入例
様式第８号（表面）記入例

交付決定通知書を確認して記入

実績報告書を提出する日付を記入

申請書と同じ名称を記入

新築の方は、新居に居住して
いる必要があります。
既存住宅場合、申請時に市外
に居住していた方は市内に転
居している必要があります。

工事費の支払日と実際の工事完
了日の遅い方の日付けを記入
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様式第８号（裏面）記入例

実績報告書の提出前に添付書類の
漏れ等がないかチェック

該当しない場合は空白のまま
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様式第８号別紙１記入例

補助対象機器の種類
を記入

機器の購入費、工事費の合計
金額（税抜）を記入
（申請時から変更がある場合、
金額が分かる資料提出）
補助対象経費について⇒Ｐ３

他に補助金を受給す
る場合は金額を記入

①補助対象経費－②他補助金合計額を記入

補助申請額を記入

補助対象機器の種類
を記入

補助対象機器が複数の機器で構成され
る場合は設置する機器を記入
例）エネファーム
燃料電池ユニット、貯湯ユニット
例）太陽熱(強制循環型）
集熱器、貯熱槽

補助対象機器の設置工事日を記入
(交付決定通知書の日付より前の
工事日の場合は対象外)
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様式第８号別紙２(１)記入例

仙台 太郎

・建物の全体が見えるように撮影して
ください
・補助対象機器等が写らなくてもかま
いません
・様式第２号別紙１（４ケタの番号が
書かれた紙）は不要
・マンション等の場合は該当の部屋が
写らなくてもかまいません
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様式第８号別紙２(２)記入例

必ず、交付決定通知書に同封した
「様式第2号別紙１」を貼り付けて
撮影してください

機器の設置予定場所の写真を
撮影してください

撮影の注意事項

・機器全体が見えるように撮影してください
・「様式第２号別紙１」の数字が読み取れる
ように撮影してください

・補助対象機器等が複数機器で構成される場
合は、設置する機器毎に撮影してください
（例）エネファーム
燃料電池ユニット、貯湯ユニット

（例）太陽熱（強制循環型）
集熱器、蓄熱槽

・銘板、ラベルの文字が読み取れるように
撮影してください
・様式第２号別紙１は不要
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15.補助金交付額の確定

実績報告書の内容が適正であると認められるときは、補助金の交付確定額を
記載した補助金交付額確定通知書を申請者本人宛てに送付します。なお、補助
対象機器等の設置を確認するために、現地調査を行う場合があります。

16.補助金の請求
交付額確定通知書を受領後、速やかに「補助金交付請求書（様式第10号）」

を郵送により仙台市環境局脱炭素政策課宛てに提出してください。（記入例は

19ページ）

・補助金を振り込む口座は申請者本人の名義である必要があります。申請者以

外の名義の口座には振り込むことが出来ません。

・便宜上、実績報告と同時に提出していただいても構いませんが、補助金交付

額の確定後の請求となりますので、指令番号や日付は空欄としてください。

・請求金額及び請求日について、修正不可となっておりますので、誤りがあっ

た場合は再度提出していただく必要があります。

17.補助金の支払い
補助金交付請求書の内容が適正であるときは、当該請求書に記載された口

座に、補助金を振り込みます。なお、請求書を提出してから補助金の振り込
みまで２か月程度期間を要する場合があります。補助金の振込予定日や振込
完了の連絡は行いません。適宜通帳等でのご確認をお願いします。

18.財産取得の管理・処分
この補助金により取得した機器を補助金の目的以外の用途（譲渡、交換、貸付

など）に使用することはできません。補助金の目的を達成するよう、善良な管理
者の注意を持って管理し、効率的な運用を行ってください。また、耐用年数の期
間内に補助金により取得した機器を処分しようとするときは、あらかじめ「財産
処分承認申請書（様式第1３号）」を提出し、その承認を受けなければなりません。
未承認のまま財産処分が行われた場合、仙台市は交付決定を取り消し、補助金の
全部又は一部に相当する額の返還を求めることがあります。また、取得財産等を
処分することにより収入がある、又は収入があると見込まれるときは、その収入
の全部又は一部を市に納付させることを求めることがあります。

20.補助事業完了後の協力
市が取り組んでいる地球温暖化対策に関する調査等への協力を依頼するこ

とがありますので、ご協力をお願いします。
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19.申請手続き代行事業者の公表
補助金の代行申請を行った事業者については、掲載に同意しない場合を除

き、市ホームページに掲載し公表いたします（掲載に同意しない場合は、
「補助金交付申請兼実績報告書（様式第1号）の裏面「同意しない」欄に
チェックしてください（８ページ参照）。



21.請求書の記入例

交付額確定通知書に記載されている補

助確定額を記入

コンマ（数字の区切り）は記入しない

申請者ご本人名義の振込口座を指定

してください。

請求金額の欄は訂正することができませ

ん。誤りのないように記入してください。

請求日の欄は訂正することができません。

誤りのないように記入してください。

※交付額確定通知書の右上の日付以降を記

入(実績報告と同時に提出する場合は空欄)

交付額確定通知書に記載されている日付

や番号を記入

※交付決定通知書の日付、番号ではあり

ません。(実績報告と同時に提出する場

合は空欄とする)
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22.Ｑ&Ａ

Q1 仙台市外に居住していますが、補助を受けることができますか？

A1

新築の場合、実績報告までに対象住宅に居住していれば、申請可能です。既

存住宅で当該住宅の所有者が単身赴任等により市外に住所を有している場合、

対象住宅に配偶者または一親等以内の親族が居住していれば、申請が可能で

す。（申請者は所有者となります）

Q2 事業所（店舗や事務室など）への設置は対象になりますか？

A2 対象となりません。

Q3 申込みに必要な書類はどこで入手できますか？

A3
仙台市ホームページでダウンロードすることができます。インターネットを

使用できない場合は、仙台市環境局脱炭素政策課へお問い合わせください。

Q4
建物の登記事項証明書の代わりに登記情報提供サービスから印刷したもので

もよいですか？

A4
公印等の押印がないため、登記情報提供サービスから印刷したものは添付書

類として不可です。

Q5 建物の登記事項証明書は現在事項証明書でも問題ないですか？

A5 問題ありません。現在事項証明書または全部事項証明書を提出してください。

Q6
登記事項証明書の権利部（甲区）に記載されている所有者の住所が住民票の

住所と異なりますが、申請は可能ですか？

A6

登記事項証明書と住民票の住所が異なる場合は、登記事項証明書の住所から

現在の住所までの異動履歴を証明する公的資料（戸籍の附票など）を追加を

提出していただく必要があります。
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Q7
太陽熱利用システムの集熱器のみを交換したり、集熱器のみを追加したりす

る工事は対象ですか？

A7
対象となりません。一部ではなく、集熱器や蓄熱槽等含め太陽熱利用システ

ムを設置するものが対象となります。



Q9
市税納付状況の確認はなぜするのですか？申請書の「同意する」とか「同意

しない」はどういうことですか？

A9

「市税の滞納がないこと」が補助要件となっているため、市税の納付状況を

確認する必要があります。「同意する」を選んでいただくと、申請者本人に

代わって脱炭素政策課で納税状況を確認します（2週間程度かかります）。

「同意しない」場合には、交付申請書提出前30日以内に発行された「市税

の滞納がないことの証明書」（各区納税担当課発行手数料300円）を申請書

に添付してください。

Q13 国や県等の他の補助金との併用は可能ですか？

A13

「せんだい健幸省エネ住宅補助金(新築向け)」との併用は不可ですが、国や

県との併用は可能です。ただし、他の補助金の規定で併用不可となっている

場合がありますので、それぞれの補助金要綱等をご確認ください。

Q14 予算残額は公開していますか？

A14 予算残額は市ホームページで公表し、定期的に更新を行います。

Q8
値引き等の理由により契約書と見積書の金額が合わない場合、再度、契約金

額に合わせた見積書を用意する必要がありますか？

A8
用意する必要があります。見積書は契約書と同じ金額のものを提出してくだ

さい。

Q10 エコキュートやエコジョーズなどは対象となりますか？

A10

単独では対象となりません。ただし、太陽熱利用システムの補助熱源一体型

の熱源として組み込まれている場合などは、補助対象機器の付帯設備として

補助の範囲に含まれる場合があります。
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Q11 電子メールやFAXによる申請書類の提出は可能ですか？

A11
電子メールやFAXによる提出は受付できません。郵送により提出してくださ

い。(窓口では書類受け取りのみで審査はいたしません。）

Q12 自分で設置工事をする場合も対象となりますか？

A12 対象になりません。専門の工事業者が行う場合が対象です。



提出先・問い合わせ先

仙台市環境局脱炭素政策課
〒980-0802
仙台市青葉区二日町６－１２ MSビル二日町５F
TEL：022-214-8682
開庁日時 平日8時30分～17時15分

※交付申請書類や実績報告書類は、郵送にてご提出ください。
なお、持参された場合、書類の受け取りのみとさせていただき、窓
口での審査や確認はいたしません。


